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西北地域県民局
地域整備部

県営住宅指定管理
者業務チェック表の
更新について

　県民局では県営住宅指定管理者業務チェック表に従い指定管理者の実地調査を行っている。チェック表をレビューしたと
ころ、点検事項に記載されている業務と実際に行われている業務が異なる点が発見された。
　まず、駐車場管理（1台目）欄の点検事項として「県営住宅等駐車場利用承認申請書一覧表を作成し、県営住宅等の駐車
場利用承認申請書（添付書類等を含む。）とともに、県民局長に提出している」という項目があるが、そのコメント欄に「一覧表
の提出はなし」と記載があるにも関わらず点検結果は「適」となっているものがあった。平成31年にシステムが変わり一覧表を
県で出力できるようになったので指定管理者からの提出が不要となっているとのことである。
　次に、駐車場管理（2台目以降）欄の点検事項として「県民局長から送付された駐車場利用承認申請書及び駐車場利用許
可証を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに申請者に送付している。」という項目があるが、そのコメント欄に「許
可証は無」と記載があるにも関わらず点検結果は「適」となっているものがあった。現在、許可証は発行していないとのことで
ある。これは、指定管理者が車のナンバーを把握しておりパトロールにより違法駐車が発見できる仕組みになっているため、
許可証を発行してもそれを利用する入居者が少ないからとのことである。
　上記のように実際に行われている業務内容が変更されているのであれば、それに合わせて点検事項の記載も更新していく
ことが必要である。

　指定管理者の実地調査に合わせ、令和6年度内にチェッ
ク表を改善する。

継続
対応

56
意見
2-1

上北地域県民局
地域整備部

県営住宅桜町団地
管理協定の改定に
ついて

　県は、平成17年3月31日付で三沢市と県営住宅桜町団地及びその共同施設に係る事務の取り扱いについて、協定を締結
している。第1条（入居に関する事務）を以下抜粋する。なお、協定において「甲」は青森県、「乙」は三沢市をそれぞれ示す。

【県営住宅桜町団地管理協定（一部抜粋）】
（入居に関する事務）
第1条　乙は、桜町団地の入居者の募集、選考その他入居に関する事務については、次の各号に掲げる要綱等に基づき処
理するものとする。
（1）県営住宅入居申込案内（別添1）
（2）県営住宅入居者募集のしおり（別添2）
（3）青森県県営住宅入居者選考要綱（別添3）
（4）青森県県営住宅入居者選考事務処理要領（別添4）
（5）県営住宅単身入居事務取扱について（別添5）
（6）県営住宅入居のしおり
2　乙は、青森県県営住宅条例（昭和36年12月青森県条例第69号。以下「条例という。）第5条の規定により入居の承認をし
たときは、速やかに桜町団地入居承認者報告書（別記様式第1号）により、甲に報告するものとする。

　上記協定の文言のうち、（1）、（2）、（5）に示されている要綱等は、協定の締結以後現在に至るまでの期間において、他の
要綱等に集約又は廃止されている。したがって、協定において参照すべき具体的な要綱等が不明な状況にある。
　事務の取り扱いを明らかにするため、協定を改定し、事務処理において参照すべき要綱等を明確に定めることが望まし
い。

三沢市との変更協定締結に向けて、当意見を踏まえ、三
沢市と協定内容を見直す。

継続
対応
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建築住宅課
単身入居の入居者
資格認定のための
申立書について

　「県営住宅入居申込案内」の「2入居者資格」は以下のとおり規定している。

【「県営住宅入居申込案内」2入居者資格より一部抜粋】
2入居者資格
申し込みできる方は、次の（1）から（3）までの条件を全て備えている方に限ります。
（１）	同居する親族（内縁関係及び婚約者を含む。）がいること。
※ただし、次のアからカまでのいずれかの条件を備えている方は、住戸面積５５㎡以下の住宅に限って、単身の場合も申込
みできます。
なお、著しい障害があるために常時の介護を必要とする方は、その実情により照らして適切でないと認められる場合は申込
みができません。
ア　60歳以上の方
イ　身体障害者手帳の交付を受けている人で1～4級の方
ウ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1～3級の方
エ　療育手帳の交付を受けいている方でウの精神障害の程度に相当する程度
オ　生活保護受給者である方
カ　戦傷病者手帳の受付を受けている方で特別項症から第6項症
キ　本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者である方
ク　厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である方
ケ　ハンセン病療養所入所者である方
コ　一時保護若しくは保護命令から5年を経過していないDV被害者である方

　上記のとおり、県営住宅入居申込案内では、「アからカまでのいずれかの条件を備えている方」であるならば「単身の場合
も申込み」できるが、「著しい障害があるために常時の介護を必要とする方は、その実情により照らして適切でないと認められ
る場合は申込みができません」と規定している。
　県は「著しい障害がある」か否かを確認するために、「単身入居の入居者資格認定のための申立書」を用いているが、「県
営住宅入居申込案内」のひな形として当該「単身入居の入居者資格認定のための申立書」が規定されていない。
　この単身入居の入居者資格認定のための申立書」については、実務上の運用に即してひな形として規定することが望まし
い。

各地域の申立書を確認し、ひな形として規定できないか検
討する。

継続
対応
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建築住宅課
連帯保証人の更新
について

　青森県県営住宅条例によると、入居時に連帯保証人が1名必要とされているが、それ以降見直す体制になっていない。本
人からの変更申請があれば保証人変更を受け付けているが、本人からの申請がなければ何年経過しても入居時の連帯保
証人のままとなっている状況である。家賃等の滞納があった場合、連帯保証人にも請求するのでそのタイミングで連帯保証
人に連絡が取れなくなっていることが判明することもあるとのことである。入居から何年も経過すれば連帯保証人の経済状況
が変化しており、連帯保証人としての条件を欠いた状態になっている可能性もある。
　家賃に係る収入未済問題への対応という保証人制度の趣旨を踏まえれば、入居して10年経過後など、一定のタイミングで
の連帯保証人の更新をルール化することを検討することが望ましい。

　保証人更新のルール化について、公営住宅法の趣旨か
ら外れないよう留意し、慎重に検討する。

継続
対応
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4-2

建築住宅課
連帯保証人に関す
る民法改正前後の
取り扱いについて

　現在、新たに入居する入居者の連帯保証人については、1名で足り、保証極度額（入居決定者の家賃月額の8か月分に相
当する額に原状回復費用15万円を加えて得た額）を設定している。一方、民法改正前の入居者については、入居者から連
帯保証人の変更等の申し出がない限り、連帯保証人の人数は2名で、保証極度額の設定もないまま（無制限）になっている。
　既存の入居者が連帯保証人を変更する場合は、現在の実務に沿って扱われている事例が見られるが、これでは、保証人
の変更をしないままの既存の入居者及び連帯保証人が、自身に有利な法律の改正に気づいていない点に配慮しない取り
扱いとなっていると言わざるを得ない。
　連帯保証人の必要人数及び保証極度額の設定については、民法改正前から継続して入居している入居者に案内を実施
し、保証人の変更の申し出により、連帯保証人の減員及び保証極度額の設定を可能にする機会を提供するべきであると考
える。

　毎年度の所得金額等申告書を配付する際、入居者宛て
に連帯保証人の変更及び民間保証機関を保証人とするこ
とが可能であることを通知文に加えている。保証人の減員
及び極度額の設定について、令和6年度以降の通知文に
加えることを検討する。

継続
対応
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建築住宅課
家賃減免要領の記
載内容の明瞭性に
ついて

　家賃減免要領において、家賃減免事務を実施する上での重要事項が明瞭に定められていないため、事務の安定性を欠く
おそれがあり問題である。
　まず、実務上、家賃減免要領第3に定める減免（以下、「特例減免」という。）は、収入分位1の入居者を対象としているにも
関わらず、家賃減免要領にはそのことが明確に定められていない。
　家賃の減免は、収入分位の変更による減免（以下、「分位変更減免」という。）と「特例減免」の2種類があり、実務上「特例減
免」の対象は収入分位1の入居者のみとされている。例えば、収入分位3であった入居者が、年度の途中に失業等により収入
が著しく減少し、「特例減免」の対象となる場合を仮定する（以下、この項において「減免事例」という。）。この事例では、一旦
「分位変更減免」を適用し、収入分位1の家賃を算定する。その後「特例減免」を適用し、収入分位1の家賃に、家賃減免要
領第3に定める率（0.2～1.0）を乗じて減免額を算定する。以上が、各地域県民局で行われている実務上の取り扱いである。
　ところが家賃減免要領では、家賃減免要領第3にある「家賃」が収入分位1の家賃である旨がどこにも規定されていない。実
務上は、収入分位1の家賃に率を乗じる方法が採用されているが、その根拠を要領上に見い出すことはできない。一方、先
に述べた事例を用いて説明すると、収入分位3の家賃に率を乗じる方法を採用しても、それを否定する根拠が要領上にな
い。
　次に、実務上、減免申請の対象期間は最長でも3か月ごととされており、家賃の減免を受けようとする入居者は、3か月ごと
に家賃減免申請書を提出し収入状況を県に報告することとされている。
　しかし、減免申請の対象期間を3か月とする根拠規定は、家賃減免要領にはなく、他に減免申請に関して規定している文
書もない。
　以上のように、家賃減免事務を実施する上での重要事項が家賃減免要領に定められていない場合、解釈の余地が生じ、
各地域県民局・担当者ごとに異なる取り扱いをしてしまうおそれがあり、早急に改善すべきであると考える。家賃減免要領を
改正し、特例減免に関する制度内容及び減免申請の対象期間を3か月としている現行の取扱いを明瞭に規定することが必
要である。

　令和4年度中にワーキンググループを設置し、各地域県
民局における実務での実態や事務処理での課題等、意見
交換を行った。集約した意見を踏まえ、減免要領の見直し
を行っていく。

継続
対応

94
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5-2

建築住宅課
家賃減免マニュア
ルの必要性につい
て

　家賃減免に関する事務は、公営住宅法や公営住宅法施行令だけでなく、所得税法の概要を理解しておかなければ容易
に理解できない、非常に難解なものとなっている。一方で、家賃減免要領に規定している制度の概要を図解する、あるいは
事例を用いて説明するマニュアル等は存在していない。また、入居者に対し、家賃減免制度を説明するためのパンフレット
等も存在しておらず、入居者が家賃減免を申請した場合、どの場合に、どの程度の家賃減免が適用されるのかを予見するこ
とができない状況である。【指摘事項5-1】に記載した家賃減免額の算定誤りについても、入居者本人が計算誤りに気づく機
会はほとんどなかったと言える。
　このような状況においては、事務の引継ぎ、指定管理者や入居者等への説明といった場面で誤解が生じる可能性が高く、
事実関係と制度の適用を判断する上で相互理解が困難な場面も想定される。
　したがって、家賃減免要領とは別のマニュアル・制度概要に関するパンフレット等を整備することが望ましいと考える。

　今後改正する減免要領の改正内容を踏まえ、マニュアル
や制度説明のためのパンフレット等を検討する。

継続
対応

100
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6-1

建築住宅課
家賃に関する口座
振替の原則化につ
いて

　家賃の納付方法について、「県営住宅入居のしおり」では、口座振替と納入通知書による金融機関窓口で支払いを選択出
来るように記載されている。
　しかし家賃の滞納を最小限にとどめるためには、口座振替を原則とし、例外的に納入通知書による金融機関窓口で支払い
を認める記載に修正して、そのような扱いに変更することが望ましい。

　「県営住宅の入居のしおり」に口座振替の支払いを推奨
する文言を記載することとし、次回改訂時に反映させる。

継続
対応
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建築住宅課
共益費の未納問題
について

　県は、令和3年度に、県営住宅で組織あるいは県営住宅を含む地域で組織する町会、町内会及び自治会（以下、「町会
等」という。）を対象に、共益費に関するアンケート調査を実施している。その結果は、共益費未納者50名超、県営住宅全体
における未納金額は、令和2年度において100万円を超えているというものであった。また、県による徴収を希望する町会等
は41会中22会であった。さらに、監査人の現場視察時における入居者へのヒアリングでも、共益費の未納及び徴収について
苦慮している町会等が複数あることが判明した。
　家賃や駐車場使用料は県が徴収し、滞納した場合は滞納整理事務によって最終的には法的措置が取られることになる。
一方、町会等が集金する共益費については、一般的にそのような法的措置が取られることがなく、結果的に共益費を支払っ
ている入居者が共益費を払わない入居者の分を負担することになってしまうことが少なくない。
　このような共益費未納問題は、全国的にみられる問題であるが、自治体が家賃や駐車場代と共に徴収すれば解決するよう
にも思われる。しかし、一般に共益費を自治体が徴収しない（できない）理由として、下記の公営住宅法第20条の存在があ
る。

【公営住宅法（一部抜粋）】
第二十条　事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収
し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。
　
　つまり、「家賃及び敷金」に含まれない「共益費」を自治体が徴収することは、この法律により禁止されているという解釈であ
る。この解釈が妥当とされる限り、現行制度上、共益費未納問題に県が介入する余地は少ないと言える。
　この問題に対して、まずは、入居者に対して共益費の負担が義務であることを改めて周知することが望ましい。
　また、全国都道府県及び政令指定都市で構成される全国公営住宅等推進協議会は、国土交通省に向けた提案書の中
で、以下のような提案を行っている。

・共益費について、法令上の規定を明確にし、滞納があった場合に明渡し請求できるようにすること。
・公営住宅において、家賃と併せていわゆる「共益費」についても、事業主体において徴収できることを法律上明記すること。
（出所：「令和3年度公営住宅等施策及び予算に関する国土交通省向け提案書」全国公営住宅等推進協議会より一部抜粋）

　共益費の未納問題は、根本的には制度的な欠陥であると考えられるため、今後も県として、国に対し問題の解消に向けた
積極的な提案をしていく必要があると考える。
　さらに、先進的な自治体の事例を調査する等、町会等が希望した場合に県が共益費を徴収できるよう、条例・規則の改廃
を含む制度変更を継続的に検討することが望ましい。

　町会等が希望した場合に共益費を徴収できるよう制度の
見直しについて検討している。

継続
対応
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建築住宅課

「駐車場利用のしお
り」における３台目の
利用の記載につい
て

　「駐車場利用のしおり」では、2台目までの申込みを前提としており、3台目の申込みについて規定されていない。一方、「県
営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場事務処理の運用について」では以下のように規定されている。

【県営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場事務処理の運用について（一部抜粋）】
3　2台目以後の区画の再募集等について
（1）2台目以後の区画に年度途中で新たに空きが発生した場合、原則、当該年度については再募集を行わないこととし、発
生した空き区画は自治会等が希望する場合、自治会管理の来客用区画として活用することができる。なお、これができない
場合は、不正に利用されることのないよう適切な措置を取るものとする。
（2）年度途中で新たに発生した2台目以後の区画の割合が2台目区画総数の10％程度に達し、当該年度の利用可能期間が
6か月以上ある場合は、再募集を行うことができる。
（3）年度当初から2台目以後の区画に常時空きがある場合は、常時募集とすることができる。
※（1）～（3）にかかわらず、再募集及び常時募集の方法、時期等については、各県民局の判断を優先する。

4　2台目以後の区画の利用について
（1）空家に係る1台目区画については、原則として2台目以後の駐車区画として利用させないものとする。ただし、1年以上公
募しないことが明らかな住戸の1台目区画は、2台目以後の駐車区画とすることができる。
（2）2台目以後の区画の申込みは、原則1住戸1区画とする。ただし、2台目の申込者数が、募集した区画数に満たない場合
は、例外的に3台目の利用申込みを別に期間を定めて募集することができる。
（3）2台目以後の区画については、優先的な区画の割り当てなどの措置は講じない。
　
　上記のとおり、「県営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場事務処理の運用について」では3台目以降の利用も想定されて規定
されている。また、実際は3台目以降も利用可能となっており、4台目の利用をしている入居者もいる。駐車区画に余裕がある
場合、3台目、4台目の利用を許可することは、入居者の生活の便宜を考えれば妥当な取り扱いであると考える。
　実際の運用と整合するよう、「駐車場利用のしおり」にも3台目の申込みについて規定することが望ましい。

　駐車場利用のしおりを改訂する際、3台目の申込みにつ
いての追記を検討する。

継続
対応

107
意見
8-2

建築住宅課
駐車区画利用申込
受付書について

　「青森県県営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場利用のしおり」では駐車場の利用につき以下のとおり規定している。

【青森県県営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場利用のしおり　一部抜粋】
①申込みから返還まで
　利用できる区画数は、1住戸あたり1区画が基本です。
　ただし、団地により駐車区画に余裕がある場合は、2台目の駐車区画としてさらに1住戸あたり1区画申込みできます。

申込受付
（1台目と2台目をあわせて申込む場合は、それぞれ書類を作成してください。）
1台目を申込む場合
駐車場利用承認申請書および添付書類を指定管理者に提出してください。
2台目を申込む場合
駐車場利用承認申請書および添付書類に加えて、「駐車区画利用申込受付書」を指定管理者に提出してください。→抽選
となります。

　駐車場利用のための必要書類を閲覧したところ、2台目を申込む際に求められている「駐車区画利用申込受付書」が保管
されていなかった。県の担当者によると、「駐車区画利用申込受付書」は実務では運用されておらず、「駐車場利用のしおり」
のひな形にも規定されていないとのことである。
　「駐車区画利用申込受付書」を使用する実務上の要請もなく、駐車場利用の申込みの事務処理に影響を与えることはない
ため、「駐車区画利用申込受付書」に関する記述は「駐車場利用のしおり」から削除する必要がある。

　駐車場利用のしおりを改訂する際、「駐車区画利用申込
受付書」の記述を削除する。

継続
対応
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108
意見
8-3

建築住宅課 苦情情報の共有化

　現在、青森県では「県営住宅等苦情受付票」に個別具体的な対応状況を記録して書類として保管している。しかし、県の
共有ソフトを利用する等により、各地域県民局が管轄している団地の要望・苦情・相談等に関する情報を共有化して、苦情
内容の類型化や、入居者の質問に対する回答のマニュアル化等を図ることにより、今後発生する同様の事象への迅速な対
応に資することが考えられる。
　県においては、共有ソフトを利用する等、効率的な要望・苦情・相談等に関する情報の共有方法を検討することが望まし
い。

　県営住宅等管理システムに苦情・相談等の情報を共有
できるよう検討する。

継続
対応

111
意見
9-2

建築住宅課
退去事務に関する
効率的な確認作業
について

　「県営住宅　入居のしおり」や「青森県特定公共賃貸住宅　入居のしおり」には、退去時の留意事項が記載されている。退
去時にこの留意事項がチェックリストとして準備されていれば、この資料を「県営住宅等退去検査事前確認報告書」に添付し
て利用することで、指定管理者や確認者（県民局担当者）がチェックする場合に、より効率的に確認作業を進めることが可能
になると考える。したがって、退去時の留意事項のチェックリスト化を提案したい。

　入居のしおり改正に合わせ、退去時の留意事項につい
てチェックリスト化を検討する。

継続
対応

112
意見
9-3

建築住宅課
死亡による退去の際
の提出資料につい
て

　退去手続に関連する資料を閲覧したところ、入居者の死亡により退去した事例が散見された。入居者の死亡による退去の
場合、通常の退去の際に必要とされる県営住宅返還届に加えて、異動届の提出が求められている（青森県県営住宅規則第
11条）。異動届（青森県県営住宅規則第16号様式（第11条関係））では、死亡の場合は「死亡を証明する書類」を添付するこ
とが求められている。
　一般的に、死亡を証明する書類とは、死亡診断書、住民票の写し、戸籍謄本などが考えられる。しかし、異動届に添付す
べき「死亡を証明する書類」が具体的に定められていないため、上記3種類の書類をすべて添付して提出していた事例が複
数あった。
　「死亡を証明する書類」を異動届に添付する趣旨からすると、添付書類は上記3種類のいずれかで足りるはずであり、入居
者の遺族の事務負担を考慮すると具体的に添付書類を列挙することが望ましいと考える。
　以上より、「死亡を証明する書類」について、「死亡診断書、住民票の写し、戸籍謄本のいずれか1点」と明確に規定するこ
とが望ましい。

　死亡時に必要な添付書類を今後の実務や過去事例から
整理し、検討する。

継続
対応

132
意見
12-3

中南地域県民局
地域整備部

遊休地の有効活用
について（小沢）

　小沢団地東側の土地（約44坪）を実査したところ、公営住宅の一部分としては利用されておらず遊休状態にあった。
　当該土地は、二方向の道路に面しており、また、すでに造成がなされていることからも相応の市場価値が認められ、売却可
能性も認められるものと考えられる。県は、売却も含めた当該土地の有効活用方法を検討することが望ましい。

　未利用地の有効活用について、売却等の検討を行って
いく。

継続
対応

135
意見
12-6

中南地域県民局
地域整備部

公営住宅軒下の物
置利用、不法投棄
について（浜の町）

　公営住宅軒下に多数のタイヤ・錆びたマフラー（以下、「タイヤ等」とする。）が残置されていた。このタイヤ等は、現住民が
軒下を物置として使用しタイヤ等を保管しているものに加え、その老朽化や傷みの程度から相当程度過去に残置され所有
者不明のものも含まれることが推察された。また、浜の町団地は全9棟あるが、道路に面した1棟のみに多数のタイヤ等が残
置されており、他の公営住宅視察においても同状況は見られないことからも、所謂「ゴミがゴミを呼ぶ」状態となっており入居
者ではない外部の者がタイヤ等を廃棄していることまで可能性としては考えられる。
　公営住宅法第27条1項では「公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正
常な状態において維持しなければならない。」と定めており現状は「正常な状態」とは言えない。また、多数のタイヤ等の残置
により公営住宅の美観が損なわれており、県公営住宅条例が斟酌している国土交通省令・公営住宅整備基準第3条のいう
「公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備しなければなら
ない。」とする定めに反している。
　県はタイヤ等を残置した原因者の特定を行い、撤去するよう求める必要がある。また、軒下についてタイヤ等を設置・廃棄
しないように強い注意喚起を行うべきである。

　団地入居者が原因となっている可能性も考えられるの
で、まずは、団地入居者へ軒下のタイヤ等を撤去し共有ス
ペースの私的利用を行わないよう注意する文書を掲示し
た。
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137
意見
12-8

中南地域県民局
地域整備部

経年劣化により駐車
場のラインが消えて
いることについて
（浜の町）

　浜の町団地における一部駐車場のラインが経年劣化により消えていた。
　県は順次ライン修繕を行っているものの、予算が追い付かない部分もあり一部駐車場のラインが消えている状況とのことで
あった。ラインが消えていることにより、駐車場利用者にとっては駐車場区画等が不明瞭となる等の不便が生じてはいるが、
今のところ利用者間でコミュニケーションを取り大きな問題もないとのことである。しかし、住民によってはコミュニケーションを
取りづらい場合や、新規入居者がその慣習を理解することが難しい場合等も考えられ、住民間のトラブル発生にも繋がり兼
ねないとも推測される。そもそも、一般的な駐車場の要求水準を鑑みた場合、自己の区画を明示するラインは存在して然る
べきである。県の予算に制約があることは理解できるが、基本的に全ての駐車場へライン整備が行われることが望まれる。

　令和５年度に、駐車区画ラインを引き直せなかった団地
は、令和６年度に、工事を実施した。

161
意見
14-2

西北地域県民局
地域整備部

案内板について（新
宮）

　案内板の地図が消えており、用をなしていなかった。入居者や訪問者の利便性向上のために、案内板を整備することが望
まれる。

修繕工事により改善された。

161
意見
14-3

西北地域県民局
地域整備部

無断駐車について
（新宮）

　あらかじめ定められている駐車スペース以外の部分に駐車している車があった。訪問者の可能性が高いとのことであった。
駐車スペース以外の場所に駐車することは緊急時の通行の邪魔になる可能性がある。訪問者は来客用駐車スペースを利用
するように、入居者に対し再度指導することが必要である。

駐車違反車両と住戸を特定し指導した。

163
意見
14-5

西北地域県民局
地域整備部

草刈りについて（広
田）

　遊具を置いている場所の雑草が伸びたままになっていた。遊具を利用する子供たちの安全を考慮し、適時に草刈りをする
ことが望ましい。

自治会で適時に草刈を行っている。

168
意見
16-3

下北地域県民局
地域整備部

花壇の造成や植樹
（山田）

　どの住戸も庭の区切りに使用されている竹材の囲いは雪害のため壊れているため、景観保持のため、取り払うか、雪に耐
えられる材質に変える等の方策が望ましい。

改修について検討し対処することとした。
継続
対応


